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独立行政法人大学評価・学位授与機構の年度計画（平成２７年度） 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 運営費交付金を充当して行う事業については、業務の質の向上を図りつつ、既存経費の見

直し、効率化を進める。また、一般管理費（退職手当を除く。）については、計画的削減に努

め、平成２６年度予算に比較して３％以上の削減を図るほか、その他の事業費（特殊経費及

び退職手当を除く。）について、平成２６年度予算に比較して、１％以上の業務の効率化を図

る。 

 

２ 各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを行うとともに、業務の効率化

を図りつつ、人員の適正配置を実施する。 

 

３ 独立行政法人国立大学財務・経営センターと連携し、統合に向けた準備を進める。 

 

４ 契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日

閣議決定）により決定された「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」

（平成２７年５月２５日総務大臣決定）に基づき、適正化を推進するため、機構が策定する

「調達等合理化計画」に沿って、取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。 

 

５ 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏ま

え、情報システム環境を整備する。 

 

① 情報セキュリティポリシーの見直し等を図りつつ、業務運営のために必要な情報セキュ

リティ対策を適切に推進する。 

② グループウェアをはじめとするＩＴの積極的な活用を推進し、情報伝達の迅速化、情報

の共有化等に取り組む。 

  

６ 機構長のリーダーシップの下、適切な業務運営を行うため、次のとおり内部統制の充実・

強化を図る。 

  

  ① 機構のミッション及び中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握・対応状況につ

いて、役職員と監事が共有し、適切な対応を行う。 

  ② 機構の幹部職員で構成する企画調整会議を月例で開催し、機構にとって重要な情報の把

握に努めるとともに、機構のミッションや管理・運営方針の役職員への周知徹底を図る。 

  ③ 監事と連携の上、内部監査を行う。 

さらに、機構業務の総合的な運営の改善に資することを目的として、監事監査を実施する。

内部統制の充実に向けて、監事、会計監査人及び監査担当部署間の連携を強化する。 

  ④ 戦略的・機動的に予算を配分するため、機構長等役員が各担当から予算ヒアリングを実

施するとともに、機構長裁量経費を確保する。また、予算が業務別に計画どおりに適正に

執行されているかを四半期毎にモニタリングを行い、効率的な執行に努める。 
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  ⑤ 独立行政法人大学評価・学位授与機構業務方法書を踏まえ、内部統制システムの整備に

努める。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

 

１ 総合的事項 

 

（１）自主性・自立性の確保という趣旨を十分に踏まえ、大学関係者及び学識経験者等の参画

を得て次の組織を設置し、業務運営を行う。 

なお、評価事業及び学位授与事業の実施に当たっては、引き続き大学関係者及び学識経

験者等について負担の軽減を図りつつ、計画的な確保を行う。 

 

① 評議員会 

② 運営委員会 

③ 大学機関別認証評価委員会 

④ 高等専門学校機関別認証評価委員会 

⑤ 法科大学院認証評価委員会 

⑥ 国立大学教育研究評価委員会 

⑦ 学位審査会 

⑧ 大学ポートレート運営会議 

 

（２）自己点検・評価委員会を開催し、機構のすべての業務・事業に対して定期的に自己点検・

評価を実施し、業務の適切な進行管理を行うとともに、業務実績報告書を作成・公表する。 

なお、調査研究については、その結果及び成果について高等教育関係者による評価を受

ける。 

 

２ 教育研究活動等の評価 

 

（１）大学等の教育研究活動等の状況に関する評価 

  

① 大学等の個性の伸長及び特色の明確化に一層資するための評価等 

ア 研究活動の状況、地域貢献活動の状況、教育の国際化の状況等について、それぞれ

機構が定める基準に従って選択評価等の先導的な評価を行い、評価結果を当該大学等

に通知するとともに公表する。 

イ 効率的かつ効果的に評価を実施できるよう評価体制等を適宜見直すとともに、評価

担当者の研修を実施する。 

ウ 機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証す

る。また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につなげる。  

エ 先導的役割を強化する観点から、評価の国際通用性や高等教育政策上の要請を踏ま

えた評価システムを構築するため、評価に関する調査研究の成果を反映した新たな評
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価基準等の策定に向けた検討を行う。 

 

② 大学、高等専門学校及び法科大学院の教育研究活動等の状況に関する評価 

ア 機構が定める評価基準に従って大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、

評価結果を当該大学等に通知するとともに公表する。 

イ 効率的かつ効果的に評価を実施できるよう評価体制等を適宜見直すとともに、評価

担当者の研修を実施する。 

ウ 機構が行った評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証す

る。また、その検証結果を踏まえ評価システムの改善につなげる。 

エ 民間認証評価機関が評価を実施することが可能な教育機関の数や評価を受ける教育

機関への影響を考慮しつつ、認証評価実施校数の段階的な削減や、将来的な廃止を含

めた在り方について、検討を継続する。 

オ 認証評価制度全体の改善に資するための先導的な取組に関する部分を除き、原則と

して手数料収入で必要な経費を賄うよう、合理化・効率化を図る。 

カ 法科大学院の教育研究活動等の状況に関する評価については、政府における法曹養

成制度の動向を踏まえ、運営費交付金の具体的な削減目標の設定や、負担割合の段階

的な削減について検討する。 

 

（２）国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況に関する評価 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間における教育研究の状況

の評価について、法人への説明会を実施する。また、評価の実施に向けた体制の整備を行

う。さらに、評価者に対しては研修を実施する。 

 

３ 学位授与 

 

（１） 単位積み上げ型による学士の学位授与 

① 単位積み上げ型による学士の学位授与については、４月期と１０月期の年２回の申請

を受け付け、学位審査会による審査を行い、各専攻分野の学士の水準を有してるかどう

かを総合的に判定し、申請者に対して６月以内に判定結果を通知し、合格者に対し学位

を授与する。 

また、引き続き、インターネットを利用した電子申請の推進、不合格者に対する個別

理由の通知など、利便性向上の取組を推進するとともに、必要に応じて、専攻の区分や

修得単位の審査の基準等について見直しを行う。 

② 学校教育法第１０４条第４項第１号に規定する文部科学大臣の定める学習として、短

期大学及び高等専門学校の専攻科のうち本機構が定める要件を満たすものの認定に当た

っては、短期大学及び高等専門学校に設置する専攻科からの認定申出に基づき、教育課

程、教員組織、施設設備等が大学教育に相当する水準を有しているかについて学位審査

会において審査を行い、可とされた専攻科について認定する。 

また、認定を受けている専攻科に対しては、一定期間ごとに当該専攻科の教育水準が

大学教育に相当する水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、必要
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に応じ審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

③ 機構の認定を受けた短期大学及び高等専門学校の専攻科の修了見込み者に対する特例

の適用を希望する専攻科からの申出を受け付け、学位審査会による審査を行い、適用の

可否を決定する。 

また、適用を可とされた専攻科の修了見込み者からの、特例適用による学位授与申請

を、１０月期から受け付け、学位審査会による審査を行い、６月以内に、合格者に対し

学位を授与する。 

④ 学位授与事業の実施に当たっては、事業全体について効率化及び合理化を図り、運営

費交付金の負担割合を引き下げる。 

⑤ 学位授与業務の改善及び学位授与事業の検証等に資することを目的に、調査研究事業

との連携・協力を図りながら、機構の学位を取得した者に対するアンケート調査を実施

する。 

 

（２） 省庁大学校修了者に対する学位授与 

① 学校教育法第１０４条第４項第２号に規定する学校以外の教育施設の課程で大学又は

大学院に相当する教育を行うものの認定に当たっては、省庁大学校からの認定の申出に

基づき、教育課程、教員組織、施設設備等が大学の学部、大学院の修士課程又は博士課

程の水準を有しているかについて学位審査会による審査を行い、可とされた課程につい

て認定する。 

また、認定された課程については、一定期間ごとに当該課程の教育水準が大学又は大

学院と同等の水準を維持しているか学位審査会において適否の審査を行い、必要に応じ

審査結果に基づく所要の改善等を求める。 

② 認定された省庁大学校の課程修了者に対する学位授与については、学士は、学位審査

会による単位修得状況及び課程修了証明書に基づき学位審査会による審査を行い、申請

後１月以内に、学士としての水準を有していると認められる者に学位を授与する。 

修士及び博士は、学位審査会による単位修得状況の審査、論文及び口頭試問による審

査を行い、原則として申請後６月以内に、修士又は博士としての水準を有していると認

められる者にそれぞれの学位を授与する。 

      ③ 学位授与事業の実施に当たっては、事業全体について効率化及び合理化を図るととも

に、省庁大学校修了者に対する学位授与については、引き続き運営費交付金を充当せず

に収支均衡させる。 

 

（３）学位授与事業についての広報 

単位積み上げ型の学位授与に申請を希望する潜在的な学習者に対する支援のため、また、

学位授与事業に関する情報を積極的に発信し、社会における理解の増進や申請者の拡大に

資するために、ウェブサイトを通じた情報発信や学位授与制度を紹介するパンフレット等

の関係機関等への配布を行う。 

４ 質保証連携 

 

（１）大学等と連携した高等教育の質保証に係る取組 
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① 大学等に関する情報の収集、整理及び提供 

ア 大学等における評価活動や教育研究活動等の改善に資するため、教育研究活動等の

状況に関する情報、大学等の自己点検・評価等の情報、及び国内の評価に関する情報

等を収集・整理し、提供する。 

イ 諸外国の質保証に関する概要資料について、当該国の制度改正・変更を踏まえて情

報を提供する。また、質保証の最新動向や国際的な連携に基づく教育の質保証にかか

る国内外の取組みについて、機構の国際連携ウェブサイト等で発信する。 

ウ 高等教育の段階における学習機会の多様化や生涯学習への展開に対応するため、大

学における学位授与の状況や大学等における学習機会等に関する情報を収集・整理し、

提供する。 

エ 大学ポートレートについて、日本私立学校振興・共済事業団と連携して、大学の教

育情報の公表を進める。その際、参加大学数やウェブサイトへのアクセス状況等の把

握に努める。また、 国際発信、教育改善のための情報の活用等に向けて、必要な取組

を進める。 

 

② 質保証人材育成 

大学及び評価機関等の質保証に係る活動を実効性のあるものとするため、自己点検・

評価、ＩＲ（インスティチューショナル・リサーチ）、大学評価等の質保証に関わる人材

に対して、大学等と連携し、能力向上のための取組を行う。 

 

（２） 国内外の質保証機関等との連携による質保証向上への取組 

 

① 我が国の大学等の評価の効果的かつ効率的な実施のため、認証評価機関連絡協議会等

を通じて、認証評価の改善・充実、認証評価の社会的認知度の向上等に資する取組を行

い、認証評価機関連絡協議会のウェブサイトを通じた情報発信を開始する。また、国内

の評価機関等に対して、調査研究の成果等の専門的知見を提供する。 

 

② 国際的な質保証ネットワークに参画するとともに、海外の質保証機関と評価に係る相

互信頼を高めるための交流を促進する。 

     また、国際的な連携に基づく教育について、日中韓三国の質保証機関で「キャンパス・

アジア」２次モニタリングに取り組み、日中韓共同の質保証活動を進める。 

 

５ 調査研究 

  

（１） 大学等の教育研究及び学位の質保証に関する調査研究 

 

① 大学等の教育研究活動等の状況の評価に関する調査研究 

 

ア 大学等の教育研究の評価の在り方に関する研究 

我が国における大学等の教育研究活動等の評価の適切性や効果の検証を通じて、今

後の我が国の大学等の評価の在り方を追究するとともに、評価の国際通用性を企図し
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た教育研究活動等の評価の在り方及び高等教育政策の進展に伴う要請に対応した評価

システムに関する研究を行う。 

 

イ 機構の実施する教育研究活動等の評価の有効性に関する調査研究 

機構の実施する大学等の教育研究活動等の評価実施の結果を分析し、評価が大学等

において有効に機能しているかどうかを検証するとともに、効果的で効率的な評価の

在り方を実証的に研究する。 

     

② 学位の授与に必要な学習の成果の評価に関する調査研究 

 

ア 学位の要件となる学習の体系性に関する研究 

学位授与の要件となる学習の体系的な構成と学位の構造・機能について、学位・単

位制度に関する理論的基底及び学位授与業務を通じて蓄積された知見と実績を踏まえ

て研究する。 

 

イ 機構の実施する学位授与の教育的・社会的機能に関する調査研究 

高等教育レベルの多様な学習の成果を、学位につながる単位として認定する方法を

研究するとともに、機構の学位授与の現状及び社会的要請を把握し、実施状況を検討

して、今後の学位授与の在り方を実証的に研究する。 

 

③ 高等教育の質保証の確立に資する調査研究 

 

ア 高等教育の質保証に係る情報の活用に関する研究 

質保証を確立するための評価において必要とされる情報の収集・整理・分析・公表

等の検討及び教育研究活動に関する指標の開発等、大学等における自己評価及び評価

機関等による評価の活用に関する研究を行う。 

 

イ 大学等における教育研究の質保証及び質保証システムの構築に関する研究 

我が国の大学等における教育研究の質保証に資するため、学位授与に至る教育課程

の編成及び学習成果の評価手法等の在り方に関する調査研究を行うとともに、自律的

な質保証活動を機能させるための多様な自己評価手法等に関する参照指針とそれに基

づく人材育成及び能力開発のためのプログラムの研究開発を進める。 

 

ウ 高等教育の国際的な質保証と学位・単位の国際通用性に関する研究 

質保証を伴う国際的な教育プログラムの在り方及び国内外で取得された学位及び単

位の相互認証のための情報提供の在り方について調査研究を行い、大学等の支援のた

めの仕組みを検討する。 

（２）調査研究の成果の活用及び評価 

 

① 機構の事業への調査研究の成果の活用 

大学評価及び学位授与の各事業の実施結果に対する実証的研究の成果を報告としてと
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りまとめて、事業の改善に活用する。また、その状況を、調査研究と事業を一体的に捉

えた成果の活用状況として公表する。 

 

② 社会への調査研究の成果の提供 

質保証のための評価システムに関する研究成果、学位授与の要件等の学位システムに

関する研究成果及び国際通用性のある質保証に係る研究成果等を、社会及び高等教育関

係者へ参照情報として提供する。また、定期的に開催する大学質保証フォーラム等を通

じて、これらの成果の普及を図る。 

 

③ 調査研究の成果と実績の評価 

基盤的研究及び実証的研究の研究成果を関連学協会等の学術論文誌及び機構で発行す

る学術誌『大学評価・学位研究』に査読を受けて公表する。また、各年度の各事業実施

の検証等の結果及び事業によっては区切りとなる年度に当該期間の総括的な検証等の結

果を高等教育関係者に報告する。さらに、今年度にシンポジウムを１回以上、研究会を

３回以上開催し、調査研究の成果について議論を行う。これらを通じて、調査研究の実

績を適切に評価して研究の質を確保するとともに、高等教育政策の動向に対応した調査

研究の課題を不断に見直す。 

 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算    別紙１のとおり 

２ 収支計画  別紙２のとおり 

３ 資金計画  別紙３のとおり 

４ 人件費の効率化 

総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをする。 

職員の給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し検証を行い、給与水準の

適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表する。 

 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

１ 短期借入金の限度額  ４億円 

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定

していない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想定される。 

 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

 

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国の

資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。 
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Ⅵ 剰余金の使途 

 

決算において剰余金が発生した場合には、独立行政法人大学評価・学位授与機構法に定める

業務の充実及び組織運営の改善のために充てる。 

 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 人事に関する計画 

 

（１）方針 

① 業務運営の効率化を推進し、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するととも

に、人事交流により幅広い人材の確保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。 

② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施するととも

に専門的研修事業の活用を行う。 

 

（２）人員に係る指標 

常勤職員数（期限付職員を除く。）については、適宜適切に、業務等を精査し、職員数の

適正化に努める。 



別紙１

（単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

収入

　運営費交付金 0 26 274 243 459 355 207 1,563

　大学等認証評価手数料 356 4 0 0 0 0 0 360

　学位授与審査手数料 0 0 0 130 0 0 0 130

　その他 0 0 0 0 0 0 9 9

計 356 29 274 374 459 355 215 2,062

支出

　業務等経費 0 26 274 243 459 355 0 1,356

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 13 151 203 186 234 0 787

　　　　　物件費 0 13 122 40 273 89 0 537

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 32 0 32

　大学等評価経費 356 4 0 0 0 0 0 360

　学位授与審査経費 0 0 0 130 0 0 0 130

　一般管理費 0 0 0 0 0 0 215 215

　　うち　人件費（退職手当を除く） 0 0 0 0 0 0 128 128

　　　　　物件費 0 0 0 0 0 0 88 88

　　　　　退職手当 0 0 0 0 0 0 0 0

計 356 29 274 374 459 355 215 2,062

※「運営費交付金」には，第２期国立大学法人等教育研究評価実施のために措置された118百万円を含む。

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成27年度　予算

区　分
教育研究活動等評価

学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙２

（単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

費用の部 357 29 275 364 530 355 216 2,126

　経常費用 357 29 275 364 530 355 216 2,126

　　業務等経費 0 26 274 225 457 355 0 1,336

　　大学等等評価経費 356 4 0 0 0 0 0 360

　　学位授与審査経費 0 0 0 130 0 0 0 130

　　一般管理費 0 0 0 0 0 0 202 202

　　減価償却費 1 0 1 9 73 0 14 98

　財務費用 0 0 0 0 0 0 0 0

収益の部 357 29 275 364 530 355 216 2,126

　運営費交付金収益 0 26 274 225 457 355 193 1,530

　大学等認証評価手数料 356 4 0 0 0 0 0 360

　学位授与審査手数料 0 0 0 130 0 0 0 130

　資産見返物品受贈額戻入 1 0 1 2 0 0 2 5

　資産見返運営費交付金戻入 0 0 0 7 73 0 12 93

　雑収入 0 0 0 0 0 0 9 9

純利益 0 0 0 0 0 0 0 0

総利益 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成27年度　収支計画

区　分
教育研究活動等評価

学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額



別紙３

（単位：百万円）

機関別認証評価 分野別認証評価 国立大学法人評価等

資金支出 356 29 274 374 459 355 215 2,062

　業務活動による支出 356 29 274 356 457 355 202 2,029

　投資活動による支出 0 0 0 18 2 0 13 33

　財務活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0

　翌年度へ繰越 0 0 0 0 0 0 0 0

資金収入 356 29 274 374 459 355 215 2,062

　業務活動による収入 356 29 274 374 459 355 215 2,062

　　運営費交付金による収入 0 26 274 243 459 355 207 1,563

　　その他の収入 356 4 0 130 0 0 9 499

　投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

0

　前年度より繰越 0 0 0 0 0 0 0 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成27年度　資金計画

区　分
教育研究活動等評価

学位授与 質保証連携 調査研究 法人共通 金　額


